
令和７年度 長崎県工業技術センター建築物等法定定期点検業務委託 仕様書

１ 業務の概要

（１） 業 務 名 令和７年度 長崎県工業技術センター建築物等法定定期点検業務委託

（２）業務場所 長崎県工業技術センター（大村市池田２丁目１３０３－８）

（３）履行期間 契約日から令和８年３月２３日まで

（４）業務内容 建築基準法第１２条第２項及び第４項に基づく建築物及び建築設備（防火設備）の

定期点検業務委託（管理棟、先端技術棟及び実験棟）

    ※ 消防法第１７条の３の３の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防設備等の点

検及びエレベーターの点検は省略する。

（５）対象建築物等の概要   「仕様書別紙１」のとおり

２ 調査者

一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通省大臣が定める資格を有する者とする。

３ 点検業務実施要領

（１）事前に点検業務実施計画書（実施要領、工程表、点検者資格証書の写し、点検者及び作業員名

簿、その他必要事項）を提出すること。

（２）以下に示す部分等で点検の困難なものにあっては、点検を省略することができるものとする

が、当該部分の状況から判断して不良の状態にあると認められる場合は、不良の状態を記録

し、監督員に報告すること。

ア) 点検口のない天井裏または容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの

イ) 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難なもの

ウ) 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの

エ) 屋外排水設備のます等で水中に没している部分

オ) その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な揚所

（３）点検時に重大な異常を発見した場合は、早急に監督員へ報告すること。

４ 報告書

    受託者は、点検終了後、次の書類を県に提出の上、検査を受けること。

(１）報告書は、建築基準法施行規則第６条第３項に規定された報告書様式を準用して作成するこ

と。また、報告書には平成２０年国土交通省告示第２８２号（改正：令和７年国土交通省告示

第５３号）及び平成２０年国土交通省告示第２８５号（改正：令和６年国土交通省告示第９７４号）

で定める検査結果表を添付のこと。

（２）報告書はＡ４版とし、２部提出すること。また、電子データをＣＤ等に保存し１部提出すること。

（３）業務実施状況写真

（４）報告書の表紙に「令和７年度、業務名、受託者名」を記入すること。

（５）その他、県が必要と認め提出を求めた書類



 仕様書　別紙1（対象建築物等の概要）

令和７年度　長崎県工業技術センター建築物等法定定期点検業務委託　

長崎県工業技術センター建物概要（法第１２条第１項の建築物）

管理棟・先端技術棟 実験棟

延べ面積（㎡） 7,263 2,197

構造 鉄筋コンクリート３階建 鉄骨平屋

建築年月日 平成元年９月 平成元年９月

経過年数 36年 36年

※特定行政庁への報告書提出、説明は不要

長崎県工業技術センター防火設備概要（告示240号）

防火扉　常時閉　（箇所） 防火シャッター（５ｍ以下）（箇所）

１　　階 10（うち連動10）

２　　階 10（うち連動10）

３　　階 ８（うち連動　８） 4（うち連動2）

　合　　　計 ２８（うち連動２８） 4（うち連動2）

※特定行政庁への報告書提出、説明は不要

管理棟・先端技術棟（延べ面積7,263㎡）


